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監 査 委 員 訓 令 

兵庫県監査委員訓令第１号 

事 務 局  

兵庫県監査委員事務局職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 平成31年３月29日 

兵庫県代表監査委員 平 野 正 幸  

  兵庫県監査委員事務局職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令 

兵庫県監査委員事務局職員の勤務時間に関する規程（平成21年兵庫県監査委員訓令第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１項を次のように改める。 

 職員の勤務時間は、次のいずれかの時間とする。 

 (1) 午前８時15分から午後５時まで 

 (2) 午前８時45分から午後５時30分まで 

 (3) 午前９時から午後５時45分まで 

 (4) 午前９時30分から午後６時15分まで 

  附 則 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

 

兵庫県監査委員訓令第２号 

事 務 局  

兵庫県監査委員事務局職員の超過勤務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 平成31年３月29日 

兵庫県代表監査委員 平 野 正 幸  

  兵庫県監査委員事務局職員の超過勤務に関する規程の一部を改正する訓令 

兵庫県監査委員事務局職員の超過勤務に関する規程（平成29年兵庫県監査委員訓令第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第２項から第４項までを削る。 

第５条中「及び前条（第１項を除く。）」を削る。 

  附 則 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 
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